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北九州市告示第２９８号 

 国民健康保険料の納付について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３１条の２の３第１項の規定による指定納付受託者を指定したので、同条第

２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和４年６月６日 

北九州市長 北 橋 健 治 

指 定 納 付 受 託 者 
指定をした日 指 定 期 間 

名   称 住   所 

三井住友カード

株式会社 

大阪市中央区今

橋四丁目５番１

５号 

令和４年４月１

日 

令和４年４月１

日から令和５年

３月３１日まで 

九州カード株式

会社 

福岡市博多区博

多駅前四丁目３

番１８号 

令和４年４月１

日 

令和４年４月１

日から令和５年

３月３１日まで 
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北九州市選挙管理委員会告示第３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和４年６月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，７２７人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万７，７２２人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万７，０２８人 

  小倉北区 ５万６２８人 

  小倉南区 ５万８，０６１人 

  若松区  ２万２，５０３人 

  八幡東区 １万８，３５５人 

  八幡西区 ６万９，５６８人 

  戸畑区  １万５，９７１人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万１，０５６人 
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